
●マージン率＝（派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額）÷派遣料金の平均額

●対象期間：2023年7月1日から2024年6月30日（2025年提出派遣事業報告書から抽出）
●派遣労働者の数は2025年6月1日付け派遣労働者数
■株式会社ＣＩＪネクスト　（　）は事業所名

本社(株式会社ＣＩＪネクスト）
派遣労働者の数 63
派遣先の数 38
マージン率 52.2%
派遣料金の１人あたりの平均額 ¥38,462
派遣社員の賃金の平均 ¥22,226

北陸支社(株式会社ＣＩＪネクスト北陸支社）
派遣労働者の数 3
派遣先の数 6
マージン率 48.1%
派遣料金の１人あたりの平均額 ¥37,855
派遣社員の賃金の平均 ¥19,644

東海支社(株式会社ＣＩＪネクスト東海支社）
派遣労働者の数 2
派遣先の数 2
マージン率 17.2%
派遣料金の１人あたりの平均額 ¥21,274
派遣社員の賃金の平均 ¥17,606

関西支社(株式会社ＣＩＪネクスト関西支社）
派遣労働者の数 2
派遣先の数 7
マージン率 36.5%
派遣料金の１人あたりの平均額 ¥26,324
派遣社員の賃金の平均 ¥18,668

沖縄支社(株式会社ＣＩＪネクスト沖縄支社）
派遣労働者の数 0
派遣先の数 1
マージン率 35.9%
派遣料金の１人あたりの平均額 ¥32,890
派遣社員の賃金の平均 ¥21,068

■福利厚生に関する事項（適用対象者のみ）

当社では充実したサービスを誇る東京都情報サービス産業健康保険組合に加入しています。
保養所の利用やフィットネスクラブを割引料金でご利用いただけます。
また、健康づくりのための各種イベントを開催しています。

■教育訓練に関する事項

当社では情報セキュリティー教育を全従事者に対して行っております。
また、対象者別に個人情報保護に関する教育、リーダー研修、管理職研修、コンプライアンス教育
を行っております。

■マージンの内訳に関する事項

※マージン率は登録派遣スタッフ、正社員派遣を含めて計算しています。

■労使協定を締結しているか否かの別

　　労使協定を締結しております。

■労使協定の対象となる派遣労働者の範囲

　　①システムコンサルタント・設計者
　　②ソフトウェア作成者
　　③事務用機器操作員
　　④その他の一般事務従事者

■労使協定の有効期間の終期
2026年3月31日

労働者派遣法第 23 条第 5 項に基づく情報公開
2025年6月20日

マージンには派遣社員の社会保険料の会社負担分、事務担当者の人件費、営業担当者の人件費、
オフィスの賃借料、募集費用、教育訓練費等が含まれており、これらを全て差し引いた金額が当社
の営業利益になります。

●派遣社員の賃金の平均額＝（派遣社員の賃金の総額÷派遣労働者の総労働時間）×8　（1日8時間換算）
●派遣料金の1人あたりの平均額＝（派遣料金の総額÷派遣労働者の総労働時間）×8　（1日8時間換算）


